
1 身体障害者福祉関係

身体障害者手帳交付台帳登載数
　身体に障害のある者（児）の申請に基づき、都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長が交付する
手帳について、各都道府県等に備え付けられている台帳に記載されている数をいう。

2 知的障害者福祉関係

療育手帳交付台帳登載数
　知的障害者（児）の申請に基づき、都道府県知事及び指定都市市長が交付する手帳について、各都
道府県等に備え付けられている台帳に記載されている数をいう。

3 婦人保護関係

婦人相談所・婦人相談員
　要保護女子に関する各般の問題、家庭関係の破綻、生活の困窮等に関する相談に応じ、必要な指
導等を行うため、売春防止法及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、
都道府県に設置される相談所及び都道府県知事又は市長が委嘱する相談員をいう。

4 老人福祉関係

（１）養護老人ホーム
　65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが
困難な者を入所させ、養護する施設をいう。

（２）特別養護老人ホーム
　65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、か
つ居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ、養護する施設をいう。

（３）軽費老人ホーム、都市型軽費老人ホーム、軽費老人ホームＡ型、軽費老人ホームＢ型
　無料又は低額な料金で食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設であり、
このうち軽費老人ホームは、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには
不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者を、都市型は、都市部を
中心とした地域において自炊のできる程度の健康状態にある者を、Ａ型は身寄りがない者、家族
との同居が困難な者を、Ｂ型は自炊のできる程度の健康状態にある者を入所させる施設をいう。

5 民生委員関係

民生委員（児童委員）
　生活困窮者、老人、児童、障害者等で援護を要する者の相談に応じ、援助を行うため、民生委員
法に基づき厚生労働大臣が委嘱した者をいう。
　なお、児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼ねる。

6 児童福祉関係

児童相談所

　児童の福祉に関する相談、調査、判定、指導等を行うため、児童福祉法により都道府県、指定
都市及び児童相談所設置市に設置された相談所をいう。

7 戦傷病者特別援護関係

戦傷病者手帳交付台帳登載数

　旧軍人軍属等であった者で公務上の傷病のあるものの申請に基づき、都道府県知事が交付する手帳
について、各都道府県に備え付けられている戦傷病者カードに記載されている数をいう。

表章記号の規約

計数のない場合 ー

統計項目のあり得ない場合 ・


